
 

 
 

○大分市建築基準法施行細則 

昭和６２年４月１０日 

規則第１７号 

改正 平成７年３月９日規則第１１号 

平成９年３月２４日規則第２１号 

平成１１年８月２３日規則第５１号 

平成１２年３月２７日規則第１６号 

平成１２年１２月２８日規則第１３５号 

平成１５年４月２２日規則第３９号 

平成１６年５月１２日規則第４５号 

平成２０年１月８日規則第１号 

平成２２年１月２９日規則第１号 

平成２８年５月２７日規則第４５号 

平成３０年３月２７日規則第１４号 

令和３年１月２２日規則第２号 

令和５年３月２９日規則第１９号 

大分市建築基準法施行細則（昭和４７年大分市規則第３１号）の全部を改正

する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」と



 

 
 

いう。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」と

いう。）、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省

令」という。）及び大分県建築基準法施行条例（昭和４６年大分県条例第２

７号。以下「県条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（平１６規則４５・一部改正） 

第２条 削除 

（平１２規則１６） 

（確認申請書に添付する図書） 

第３条 法第６条第１項（法第８７条第１項、法第８７条の４又は法第８８条

第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認の

申請書（以下「確認申請書」という。）には、省令第１条の３、省令第２条

の２又は省令第３条に定めるもののほか、次に掲げる図書を添えなければな

らない。 

(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物（これらの

用途に一部を供する建築物を含む。）にあっては、工場危険物調書（様式

第１号） 

(2) 建築物にし尿浄化槽を設置する場合にあっては、し尿浄化槽設置概要

書（様式第２号） 

(3) 高さ２メートルを超えるがけに接し、又は近接して建築物を建築する



 

 
 

場合にあっては、がけに近接する建築物の報告書（様式第３号） 

(4) 県条例第１８条ただし書、県条例第１９条ただし書、県条例第２０条

第１項ただし書、県条例第２１条第１項ただし書、県条例第２６条ただし

書及び県条例第２７条の規定を適用する場合にあっては、これらの規定に

適合することを証する図書 

(5) その他建築主事が必要と認める図書 

２ 前項の規定は、法第１８条第２項（法第８７条第１項、法第８７条の４又

は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。第８条第

２項、第１０条第２項、第１１条第２項及び第１１条の３第３項において同

じ。）の規定に基づく通知について準用する。 

（平７規則１１・平１１規則５１・一部改正、平１２規則１６・旧第

４条繰上、平１６規則４５・平２０規則１・平２２規則１・平３０規

則１４・令３規則２・一部改正） 

第４条 削除 

（平２０規則１） 

第５条 削除 

（令３規則２） 

（建築物の建築に関する確認の特例） 

第６条 政令第１０条第３号ハに規定する規則で定める規定は、県条例第３条

の規定とする。 



 

 
 

２ 政令第１０条第４号ハに規定する規則で定める規定は、県条例第３条及び

県条例第１３条の規定とする。 

（平１６規則４５・平２０規則１・一部改正） 

（許可申請） 

第７条 法の規定に基づく許可を受けようとする者は、省令第１０条の４第１

項又は第４項に規定する許可申請書の正本及び副本に省令第１条の３第１項

の表１の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書

を添えて市長に提出しなければならない。 

（平７規則１１・平１１規則５１・平２０規則１・一部改正） 

（建築確認等の申請の取下げ） 

第８条 法、政令又は県条例の規定に基づく許可、指定、認定若しくは建築確

認（以下「確認等」という。）、完了検査又は中間検査の申請をした者が市

長又は建築主事が当該申請に係る処分を行う前に当該申請書を取り下げよう

とするときは、申請取下届（様式第４号）を市長又は建築主事に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定は、法第１８条第２項、第１６項（法第８７条第１項、法第８

７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含

む。）又は第１９項（法第８７条の４又は法第８８条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による通知をした者について準用する。 

（平１１規則５１・平１６規則４５・平２２規則１・平３０規則１



 

 
 

４・令３規則２・一部改正） 

（計画の変更） 

第９条 法、政令又は県条例の規定に基づく許可、指定又は認定（以下「許可

等」という。）の申請をし、当該申請に係る処分を市長又は建築主事から受

けた者が、その申請書又は添付図書に記載した事項を変更しようとするとき

は、新たに許可等を受けなければならない。ただし、市長又は建築主事が必

要でないと認めた場合は、この限りでない。 

（平１１規則５１・平１６規則４５・平２２規則１・平３０規則１

４・一部改正） 

（建築主等の変更） 

第１０条 確認等の申請をした者が、工事完了前までに建築主又は築造主（以

下「建築主等」という。）を変更するときは、建築主（築造主）変更届（様

式第５号）に確認済証又は許可等の通知書を添えて市長又は建築主事に提出

しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第１８条第２項の規定による通知をした者について準用

する。 

（平１１規則５１・平１６規則４５・平２２規則１・平３０規則１

４・一部改正） 

（工事の取りやめ） 

第１１条 建築主等は、確認等を受けた建築物又は工作物の工事を取りやめた



 

 
 

ときは、工事取りやめ届（様式第６号）に確認済証又は許可等の通知書を添

えて市長又は建築主事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第１８条第２項の規定による通知をした者について準用

する。 

（平１１規則５１・平１６規則４５・平２２規則１・平３０規則１

４・一部改正） 

（工事監理者の選定等） 

第１１条の２ 建築主は、法第６条第４項の規定による確認済証の交付を受け

た建築物について、法第５条の６第４項の規定により工事監理者を選定した

ときは、工事の着手前に工事監理者選定（変更）届（様式第７号）に建築士

免許証の写しを添えて、建築主事に提出しなければならない。ただし、法第

６条第１項の規定による確認の申請時において確認申請書に工事監理者を明

記し建築士免許証の写しを添えたときは、この限りでない。 

２ 建築主は、前項の届出事項に変更があったときは、速やかに工事監理者選

定（変更）届に建築士免許証の写しを添えて、建築主事に提出しなければな

らない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、建築士免許の有無について建築士法（昭和２

５年法律第２０２号）第５条第１項に規定する一級建築士名簿、二級建築士

名簿及び木造建築士名簿により確認することができるときは、建築士免許証

の写しの添付を省略することができる。 



 

 
 

４ 前３項の規定は、法第１８条第２項の規定による通知をした者について準

用する。 

（平１１規則５１・追加、平１６規則４５・平２０規則１・平２８規

則４５・平３０規則１４・一部改正） 

（工事施工者の選定等） 

第１１条の３ 建築主は、法第６条第４項の規定による確認済証の交付を受け

た建築物について、工事施工者を選定したときは、工事の着手前に工事施工

者選定（変更）届（様式第８号）を建築主事に提出しなければならない。た

だし、法第６条第１項の規定による確認の申請時において確認申請書に工事

施工者を明記したときは、この限りでない。 

２ 建築主は、前項の届出事項に変更があったときは、速やかに工事施工者選

定（変更）届を建築主事に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定は、法第１８条第２項の規定による通知をした者について準

用する。 

（平１１規則５１・追加、平１６規則４５・平２０規則１・平２８規

則４５・平３０規則１４・一部改正） 

（垂直積雪量） 

第１１条の４ 政令第８６条第３項に規定する垂直積雪量の数値は、０．１５

メートルと次に掲げる式によって計算して得たdの数値を比較していずれか

大きな数値とする。 



 

 
 

d＝０．０００３Is－０．０５rs＋０．１０ 

（この式において、Is及びrsは、それぞれ次の数値を表すものとする。） 

Is 敷地の標高（単位メートル） 

rs 敷地の海率（敷地を中心とした半径２０キロメートルの円の面積に対す

る当該円内の海の面積の割合をいう。） 

（平１６規則４５・追加） 

第１２条 削除 

（平１６規則４５） 

（建築物の定期報告） 

第１３条 法第１２条第１項の規定による調査は、報告の日前６月以内にしな

ければならない。 

２ 省令第５条第１項に規定する報告の時期は、３年ごとの７月１日から１２

月２０日までとする。 

３ 省令第５条第４項に規定する規則で定める書類は、省令第１条の３第１項

の表１の（い）項に掲げる図書とする。 

（平１１規則５１・平１２規則１３５・平１６規則４５・平２０規則

１・平２２規則１・平２８規則４５・一部改正） 

（建築設備等の定期報告） 

第１４条 法第１２条第３項の規定により指定する特定建築設備等は、同条第

１項に規定する建築物に設ける換気設備（法第２８条第２項ただし書又は同



 

 
 

条第３項の規定により設けた中央管理方式の空気調和設備に限る。）、排煙

設備（法第３５条の規定により設けた機械排煙設備に限る。）及び非常用の

照明装置（法第３５条の規定により設けた非常用の照明装置（非常用電源内

蔵型のものを除く。）に限る。）とする。 

２ 法第１２条第３項（法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の

規定による検査は、報告日の前２月以内にしなければならない。 

３ 省令第６条第１項及び第６条の２の２第１項に規定する報告の時期は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 

(1) 政令第１６条第３項第１号及び第１３８条の３に掲げるもの（以下

「昇降機等」という。） ４月１日から前年の報告を行った日（昇降機等

の設置後最初に行う報告においては、法第７条第５項又は法第７条の２第

５項の規定による検査済証の交付を受けた日）の翌日から起算して１年

（省令第６条第１項の国土交通大臣が定める検査の項目（以下「大臣指定

検査項目」という。）については３年）を経過する日の属する月の末日ま

で 

(2) 第１項及び政令第１６条第３項第２号に掲げるもの 毎年（大臣指定

検査項目については３年ごとに）４月１日から１２月２０日まで 

（平１１規則５１・平１２規則１３５・平１６規則４５・平２０規則

１・平２２規則１・平２８規則４５・令３規則２・一部改正） 

（不適格建築物の報告） 



 

 
 

第１５条 既存建築物が法、政令若しくは県条例の改正又は都市計画法第８条

第１項に規定する地域の指定若しくは変更により法第４８条第１項から第１

４項まで（法第８８条第２項において準用する場合を含む。）又は法第５２

条第１項、第２項若しくは第７項の規定に適合しなくなった場合において

は、当該建築物の所有者は、その改正又は指定若しくは変更の日から起算し

て６月以内に不適格建築物報告書（様式第９号）に省令第１条の３第１項の

表１の（い）項に掲げる図書又は省令第３条第２項に規定する図書を添えて

市長に提出しなければならない。 

（平７規則１１・平１１規則５１・平１６規則４５・平２０規則１・

平３０規則１４・一部改正） 

（道路の位置の指定申請等） 

第１６条 法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を受けよう

とする者は、道路位置指定申請書（様式第１０号）正本及び副本に次に掲げ

る図書を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 省令第９条に規定する図面及び承諾書（様式第１１号） 

(2) 申請者及び承諾者の印鑑証明書 

(3) 土地の登記事項証明書 

(4) 字図 

(5) その他市長が必要と認める図書 

２ 法第４２条第１項第３号の規定による道路である私道又は同項第５号若し



 

 
 

くは同条第２項（同条第３項の規定により道の水平距離の指定を受けた場合

を含む。）の規定により指定を受けた道路である私道（以下「私道」とい

う。）の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、私道（変更、廃止）申

請書（様式第１２号）の正本及び副本に前項各号に掲げる図書を添えて市長

に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請に基づき道路の位置の指定をしたときは

道路位置指定通知書（様式第１３号）により、前項の規定による申請に基づ

き私道の位置を変更し、又は廃止したときは私道（／変更／廃止／）通知書

（様式第１４号）により当該申請者に通知するものとする。 

（平１１規則５１・平１６規則４５・平２０規則１・令５規則１９・

一部改正） 

（道路位置の標示等） 

第１７条 道路の位置の指定を受けた者は、その指定を受けた道路の起点及び

隅切りの場所に位置の標識（様式第１５号）を設置しなければならない。 

２ 道路の位置の廃止の通知を受けた者は、速やかにその標識を除去しなけれ

ばならない。 

（平１１規則５１・平１６規則４５・一部改正） 

（道路とみなされる道の指定） 

第１８条 法施行の際又は法施行後都市計画区域として指定された際現に建築

物が立ち並んでいる幅員４メートル未満の道で、法第４２条第２項の規定に



 

 
 

より指定したものは、一般の交通の用に供されている幅員１．８メートル以

上の道とする。 

（建築面積の敷地面積に対する割合の緩和） 

第１９条 法第５３条第３項第２号の規定により指定する敷地は、次に掲げる

ものとする。 

(1) 周辺の長さの３分の１以上が道路、公園、広場、川、海その他これら

に類するものに接する敷地 

(2) 周辺の長さの６分の１以上が幅員１２メートル以上の道路に接する敷

地 

(3) 周辺の長さの６分の１以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に

公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらとその道路

との幅員の合計が１２メートル以上である敷地 

（道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例） 

第２０条 政令第１３０条の１２第５号に規定する規則で定める歩廊、渡

り廊下その他これらに類する建築物の部分は、法第４４条第１項第４号の

規定による許可を得た建築物に接続するもので、次の各号の一に該当する

ものとする。 

(1)  学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に

設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必

要なもの 



 

 
 

(2)  建築物の５階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設と

して必要なもの 

(3)  多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交

通の緩和に寄与するもの 

（令５規則１９・追加） 

（道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合） 

第２０条の２ 政令第１３５条の２第２項の規定により定める前面道路の位

置は、敷地の地盤面から１メートル下の位置とする。 

（令５規則１９・旧第２０条繰下） 

（認定申請） 

第２１条 法又は政令の規定により認定を受けようとする者は、省令第１０条

の４の２第１項に規定する認定申請書の正本及び副本に、省令第１条の３第

１項の表１の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書その他市長が必要と認める

図書を添付して市長に提出しなければならない。 

（平１１規則５１・全改、平１６規則４５・平２０規則１・一部改

正） 

（し尿浄化槽の設置に係る区域の指定） 

第２２条 政令第３２条第１項の規定により衛生上特に支障があると認めて規

則で指定する区域は、大分市の全域とする。ただし、下水道法（昭和３３年

法律第７９号）第４条第１項の規定により認可を受けた事業計画において、



 

 
 

２年以内に同法第２条第８号に規定する処理区域となることが予定されてい

る区域はこの限りでない。 

（公告の方法） 

第２３条 省令第４条の１７及び第１０条の４の１２の規定による公告の方法

は、建築基準法による命令の公告（様式第１６号）を当該物件又はその敷地

内の見やすい場所及び市役所前の掲示場に掲示することにより行う。 

２ 省令第１０条の２０の規定による公告の方法は、市役所前の掲示場に掲示

することにより行う。 

（平１１規則５１・平１６規則４５・平２０規則１・令３規則２・令

５規則１９・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６２年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大分市建築基準法施行細則の規定は、この細則の施行の日以後の

申請、届出等から適用し、同日前にした申請・届出等については、なお従前

の例による。 

３ この細則の施行前にこの細則による改正前の大分市建築基準法施行細則の

規定によりなされた申請、報告その他の行為は、この細則の相当規定により

なされた申請、報告その他の行為とみなす。 



 

 
 

附 則（平成７年規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法

律（平成４年法律第８２号。以下「改正法」という。）第１条の規定による

改正前の都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２章の規定により定め

られている都市計画区域に係る用途地域内の建築物又は建築物の部分につい

ては、改正法の施行の日から起算して３年を経過する日（その日前に改正法

第１条の規定による改正後の都市計画法第２章の規定により、当該都市計画

区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計

画の決定に係る都市計画法第２０条第１項（同法第２２条第１項において読

み替える場合を含む。）の規定による告示があった日）までの間は、改正後

の大分市建築基準法施行細則（以下「改正後の規則」という。）第１５条の

規定は適用せず、改正前の大分市建築基準法施行細則（以下「改正前の規

則」という。）第１５条の規定は、なおその効力を有する。 

３ この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて提出されている

報告書その他の書類は、改正後の規則の相当規定に基づいて提出された報告

書その他の書類とみなす。 

附 則（平成９年規則第２１号） 



 

 
 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年規則第５１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前にこの規則による改正前の大分市建築基準法施行細則の

規定によりなされた申請、報告その他の行為は、改正後の大分市建築基準法

施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１２年規則第１６号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年規則第１３５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際改正前の大分市建築基準法施行細則様式第２号及び様

式第１１号の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

附 則（平成１５年規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



 

 
 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する建築物で、この規則による改正後の大分市

建築基準法施行細則（以下「改正後の規則」という。）別表の規定により新

たに定期報告をしなければならないこととなるものに係る初回の報告の時期

は、改正後の規則第１３条第４項の規定にかかわらず、次に掲げるところに

よる。 

(1) 改正後の規則別表第３号の診療所 平成１５年７月１日から同年１２

月２０日まで 

(2) 改正後の規則別表第６号の飲食店 平成１６年７月１日から同年１２

月２０日まで 

附 則（平成１６年規則第４５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第４５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 



 

 
 

２ この規則の施行の際現に存する建築物のうち、新たに建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号。以下「法」という。）第１２条第１項の規定による報

告をしなければならないこととなる建築物に係る初回の報告の時期は、この

規則による改正後の大分市建築基準法施行細則（以下「改正後の規則」とい

う。）第１３条第２項の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。 

(1) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」とい

う。）第１６条第１項第５号に掲げる建築物 平成２８年７月１日から同

年１２月２０日まで 

(2) 令第１６条第１項第１号、第２号及び第４号に掲げる建築物 平成２

９年７月１日から同年１２月２０日まで 

(3) 令第１６条第１項第３号に掲げる建築物 平成３０年７月１日から同

年１２月２０日まで 

３ この規則の施行の際現に存する建築設備等のうち新たに法第１２条第３項

の規定による報告をしなければならないこととなる建築設備等及び平成２８

年６月１日から平成２９年５月３１日までの間に法第８７条の２において準

用する法第７条第５項又は法第７条の２第５項の規定による検査済証の交付

を受けた建築設備等に係る初回の報告の時期は、改正後の規則第１４条第３

項の規定にかかわらず、平成３０年４月１日から同年１２月２０日までの間

とする。 

附 則（平成３０年規則第１４号） 



 

 
 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の大分市建築基準法施行細則様式の規定によ

る用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 

附 則（令和３年規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年規則第１９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２３条第１項の改正規定

は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際この規則による改正前の大分市建築基準法施行細則に

規定する様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

様式第１号（第３条関係） 

（平７規則１１・全改、平１１規則５１・平３０規則１４・一部改

正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平９規則２１・全改、平１２規則１３５・平３０規則１４・令５規

則１９・一部改正） 

様式第３号（第３条関係） 

（平１６規則４５・追加、平３０規則１４・令５規則１９・一部改

正） 

様式第４号（第８条関係） 

（平１１規則５１・旧様式第４号繰上・一部改正、平１６規則４５・

旧様式第３号繰下、平２０規則１・平２２規則１・平３０規則１４・

令５規則１９・一部改正） 

様式第５号（第１０条関係） 

（平１１規則５１・旧様式第５号繰上・一部改正、平１６規則４５・

旧様式第４号繰下、平２０規則１・平２２規則１・平２８規則４５・

平３０規則１４・令５規則１９・一部改正） 

様式第６号（第１１条関係） 

（平１１規則５１・旧様式第７号繰上・一部改正、平１６規則４５・

旧様式第５号繰下、平２０規則１・平２２規則１・平２８規則４５・



 

 
 

平３０規則１４・令５規則１９・一部改正） 

様式第７号（第１１条の２関係） 

（平１１規則５１・追加、平１６規則４５・旧様式第６号繰下、平２

０規則１・平２８規則４５・平３０規則１４・令５規則１９・一部改

正） 

様式第８号（第１１条の３関係） 

（平１１規則５１・追加、平１６規則４５・旧様式第７号繰下、平２

０規則１・平２８規則４５・平３０規則１４・令５規１９・一部改

正） 

様式第９号（第１５条関係） 

（平７規則１１・一部改正、平１６規則４５・旧様式第１５号繰上、

平２０規則１・平３０規則１４・令５規則１９一部改正） 

様式第１０号（第１６条関係） 

（平１６規則４５・追加、平３０規則１４・一部改正） 

様式第１１号（第１６条関係） 

（令５規則１９・全改） 

様式第１２号（第１６条関係） 

（平１６規則４５・追加、平３０規則１４・令５規則１９・一部改

正） 

様式第１３号（第１６条関係） 



 

 
 

（平１６規則４５・追加、平３０規則１４・一部改正） 

様式第１４号（第１６条関係） 

（平１６規則４５・追加、平２０規則１・平３０規則１４・一部改

正） 

様式第１５号（第１７条関係） 

（平１６規則４５・旧様式第１８号繰上、平３０規則１４・一部改

正） 

様式第１６号（第２３条関係） 

（平１１規則５１・旧様式第２０号繰上、平１６規則４５・旧様式第

１９号繰上、平３０規則１４・一部改正） 

 


